
ライドシェア及び新モビリティの導入に係る
組織・人員体制の整備について

令和６年１月
人事局人事課

新交通施策推進課の設置

設置日：令和６年１月18日（木）

ライドシェアや新モビリティの導入に係る推進体制を強化するため、「ライドシェア導入検

討プロジェクトチーム」及び「新モビリティ導入検討プロジェクトチーム」を廃止し、事業調

整室内に「新交通施策推進課」を設置。
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※２ 専属職員１４名
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※１ 専属職員９名


